
テーマ 政策評価会指摘事項 各局対応
政策大綱の公式名はこのとおりでいいが、美しい
国のイメージが分からない人も多いと思うので、
「景観と緑に関する」という言葉を併記するとか、
発表するときに少し工夫したほうがいいのではな
いか。

評価書の公表の際に、工夫することとしたい。

15の施策をグループ分けして効果を測定すべき。
１５の施策自体が各種個別施策の集合体であるとい
う側面もあるが、これらをグループ分けした評価も行
うことを検討したい。

景観法自体は枠法であり、地域レベルで行ってい
ること自体が実質だと思うが、市町村ごとに個別
に把握していくのか。

市町村の施策を網羅的に個々に検証するのではな
く、市町村による景観法の運用状況等を把握した上
で、必要に応じ、具体的な取組みを例示的に取り入
れる等の工夫をしつつ、全体を総括して評価を行って
まいりたい。

公共事業等におけるアセスメント等に関しては、
地方の補助事業等までどういう形で展開されてい
るかといったことも含め、全体として見ていくという
理解でよいか。

美しい国づくり政策大綱は国土交通省の取組を示し
たものであることから、基本的に国土交通省の取組
みを対象に評価を行う。なお、その中で国土交通省
の取組を参考とした地方公共団体での取組への波
及効果を含めて評価を行ってまいりたい。

民間の活動はどのように評価するのか。

美しい国づくり政策大綱は国土交通省の取組を示し
たものであることから、基本的に国土交通省の取組
を対象に評価を行うが、民間活動の影響の大きさを
踏まえ評価を行ってまいりたい。

景観、緑がいいと思うかどうかは住民判断になる
ので、そういう情報を必ずデータで取る必要があ
る。

国民の意見の把握に努める。

実際何かをやるのは市町村だと思うので、市町村
市町村の意見を聞けるようアンケ ト等の実施を検
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実際何かをやるのは市町村だと思うので、市町村
側が感謝しているのかどうか等の意見を聞くとよ
い。

市町村の意見を聞けるようアンケート等の実施を検
討することとしたい。

①－⑮全てについて当初の目標、やったこと、予
算、法律などを整理すべき。

ご指摘のとおり対応する。

チェックアップ指標全て洗い出し、原因分析を行う
べき。

ご指摘のとおり対応する。

国民の意見・感覚も調査すべき。（何が美しいの
か、今はどうなのか）

国民の意見の把握に努める。

国際比較－制度や規制の違いを調査すべき。
諸外国における良好な景観形成の取組状況につい
ても盛り込むこととしたい。

複数の省庁にまたがる施策の効果は、どうやって
評価するのか。

美しい国づくり政策大綱は国土交通省の取組を示し
たものであり、複数の省庁にまたがる施策は位置づ
けられていないため、基本的に国土交通省の取組の
評価を行う。

「15の具体的施策」の数値目標は予め設定されて
いたのか。そのとき定期的に数値目標の達成状
況は調べられているのか。

「15の具体的施策」の一部に数値目標が設定されて
いる。美しい国づくり政策大綱策定2年後にフォロー
アップが行われており、その際に数値目標の達成状
況も調査している。

横断的政策であるが、他の政策との関係も整理さ
れた方が分かり易い。

本大綱には良好な景観形成が本来目的ではない施
策も多数位置づけられており、良好な景観形成に与
える効果にも濃淡があることから、国民の誤解を生じ
ないよう評価書の作成にあたって留意することとした
い。

具体的施策として「ガイドラインの策定」「データ
ベースの構築」とあるが、その最終的目標（＝アウ
トカム）はどのように評価するのか。

これらの施策については、あらかじめ設定された目
標はないため、その評価にあたっては、当該ガイドラ
インが活用されたか等良好な景観形成につながる効
果があったか等を評価することとしたい。

国づく
り政策
大綱
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テーマ 政策評価会指摘事項 各局対応

市町村から流れる情報と住民に直接流れる情報
があると思うが、どのように評価をしていくのか。

気象庁から住民に直接流れる情報については、平成
22年に実施した「防災気象情報の利活用状況等に関
する調査」の結果を利用して評価することとしたい。ま
た、市町村から住民に流れる情報については、住民
の避難行動における視点を分析するなど、住民にお
ける情報の認識や利用の観点から評価することとし
たい。

民間でも色々な気象情報を出していると思うが、
そことの役割分担は評価の対象となるのか。

警報を発表することは法律上気象庁に限定。民間事
業者に関して、警報の伝達や解説について、利活用
状況調査の中で確認される事項について記述するこ
ととしたい。

情報がきめ細かく来ているか思っているかどうか
は住民の判断になるので、そういう情報を必ず
データでとってほしい。

住民の意見については、平成22年に実施した「防災
気象情報の利活用状況等に関する調査」の結果を活
用することとしたい。

実際なにかをやるのは市町村ということになるの
で、市町村側は感謝しているのかどうか等市町村
の意見も併せて聞くとよい。

市町村の意見については、平成22年に実施した「防
災気象情報の利活用状況等に関する調査」の結果を
活用することとしたい。

政策だけでなく、これに要する費用（投資、経費、
人）＝inputと成果（outcome）を示すべき。

費用について、市町村ごとの警報・注意報の発表な
どの業務に対応して、予報作業上のシステムを更新
した部分（予報作業支援システム）を示すこととした
い。
成果については、平成22年に実施した「防災気象情
報の利活用状況等に関する調査」を活用し、利用者
の防災対応における情報の充実など、利便性の向上
について評価することとしたい。

気象庁から自治体だけでなく、自治体から住民の
流れも調べたらどうか。また気象庁から住民も見

市町村から住民に流れる情報については、内閣府が
実施した調査結果を利用するとともに、住民の避難
行動における視点や住民の情報入手手段を分析す
るなど、住民における情報の認識や利用の観点から

市町村
の防災
判断を
支援す
る警報
の充実

流れも調 たらどうか。また気象庁から住民も見
るのか。

るなど、住民における情報の認識や利用の観点から
評価することとしたい。これらの観点については、平
成22年に実施した「防災気象情報の利活用状況等に
関する調査」の結果を利用する。

警報情報の信頼性はどのように評価するのか。

警報情報の信頼性については、平成22年に実施した
「防災気象情報の利活用状況等に関する調査」や平
成21年度に内閣府が実施した特別世論調査の結果
を利用し、市町村や住民における利用状況や情報に
対する満足度などを分析し評価することとしたい。

タイムリーな情報伝達という点が情報利用の有用
性の観点から重要であると思うが具体的にどのよ
うに評価するのか。

「警報などの発表や解除がタイムリー（適切なタイミン
グ）であった」ことについては、平成22年に実施した
「防災気象情報の利活用状況等に関する調査」の結
果を活用し、リードタイム（情報を出してから現象が発
生するまでの時間）に関する意見を分析するなど、利
用者が重要視する情報を基準として評価することとし
たい。

都道府県及び河川局等との連携及びデータ収集
方法と基準の周知、並びに活用実績のレビューが
必要。

都道府県及び河川局とは指定河川洪水予報を共同
で実施するなど十分な連携の下で業務を実施してい
るところであり、連携の実情をレビューすることとした
い。
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テーマ 政策評価会指摘事項 各局対応

納税者が満足しているかどうかといった住民の評
価が必要。特に沿線地域と同一自治体に居住す
る、沿線地域以外の納税者についても満足度を
聞いてみてはどうか。

本政策レビューの対象としているのは法制度である
ことを踏まえ、当該法制度を活用する地方公共団
体、交通事業者等から意見を聴取し、評価を行うこと
を検討したい。

上下分離の路線使用料の算定の問題や維持管
理費について、総合計画等の分析や第三者的な
評価が必要。

本政策レビューの対象としているのは法制度である
ことを踏まえ、個別事業の評価というよりは、当該法
制度を活用する地方公共団体、交通事業者等から意
見を聴取し、評価を行うことを検討したい。

ＬＲＴの評価に偏ることなく、路線バスや離島航路
など各モードをきちんと踏まえた評価が必要。

ご指摘のとおり、モード全体に跨る法としての評価を
行ってまいりたい。

法律自体は問題解決の手段の一つなので、地域
公共交通問題とは何かというところに立ち返って
の評価が必要。

ご指摘のとおりであるが、今回はその主要な手段の
一つとしての法律の評価であると認識している。

住民への啓蒙の視点が必要。 ご指摘を踏まえて対応してまいりたい。

予算額など具体手法に分解して評価すべき。
本政策レビューの対象としているのは法制度である
ことを踏まえ、当該法制度を活用するにあたって、必
要な要素を具体に分解して評価してまいりたい。

既存法制度とどう違っていたのか。（ケースで評価
すべき）

活性化法により既存法の特例措置が規定され、手続
きが簡便化されたこと等について、特定事業のケー
スを踏まえつつ評価を行いたい。

事業者と自治体のコメントとるべき。
当該法制度を活用した地方公共団体、交通事業者
等から意見を聴取し、評価を行ってまいりたい。

制度の使い勝手の改善余地あるはず。 ご指摘を踏まえて対応してまいりたい。
国の関与の必要性のチェックすべき。 ご指摘を踏まえて対応してまいりたい。

活性化 再生は どのような指標で評価するの
地域活性化の効果発現には時間を要することも念頭

地域公
共交通
の活性
化及び
再生に
関する
法律

活性化・再生は、どのような指標で評価するの
か？→効果の発現に時間がかかるので注意が必
要。

地域活性化の効果発現には時間を要する とも念頭
に置きつつ、集客効果等について、当該法制度を活
用した地方公共団体、交通事業者等から意見を聴取
し、評価を行うことを検討したい。

Ｈ２２年度の政策レビュー（ＬＲＴ）との関係を明確
化が必要。

本政策レビューの対象は法制度であることを踏まえ、
モード全体に跨る法としての評価を行ってまいりた
い。

上下分離の事例は分析に足りる程のサンプルは
あるのか。

軌道運送高度化事業、及び鉄道事業再構築事業に
ついては一定の件数があり、当該法制度を活用した
地方公共団体、交通事業者等から意見を聴取し、評
価を行うことを検討したい。

協議会方式のgood practiceを選定するのか。
good praｃticeについて取り上げることを予定してい
る。

何が不足しているかを見い出すのか。
法制度の課題について取り上げることを予定してい
る。
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テーマ 政策評価会指摘事項 各局対応

①指定していないところで実際の土砂災害が起
こっていないかの確認が必要。

実際に発生した土砂災害のうち、土砂災害のおそれ
が確認されていなかった箇所について確認を行って
まいりたい。

②開発が規制されている地域と、そうでない地域
で、土砂災害の発生率がどのくらい違うかの調査
が必要。

土砂災害特別警戒区域については、特に各地方自
体の指定方針の違いもあり現時点での一様な評価
は困難と考えられるので今後の検討課題としたい。

③地方自治体で基礎調査等が実施されていない
場合、実施されていない理由、どんなことが障害
になっているかの調査が必要。

基礎調査等の実施に関して、どのような障害がある
のか、実施主体である地方自治体へアンケート等を
実施し調査を行うこととしたい。

④法律自体は問題解決の手段の一つなので、土
砂災害が起こると何が問題かというところに立ち
返っての評価が必要。

土砂災害防止対策における本法律に基づく対策の
位置づけを明確にしたうえで、評価を行ってまいりた
い。

⑤住民への啓蒙の視点が必要
評価にあたり、土砂災害警戒区域の指定等における
住民への啓発活動等の実態について把握し、どのよ
うな指標で評価を行っていくか検討してまいりたい。

⑥県、市町村との役割分担をはっきりやってほし
い。

土砂災害防止法に基づいて定められた国、県及び市
町村の役割を明らかにしたうえで、施策の評価を行っ
てまいりたい。

⑦国の関与の必要性のチェックすべき
⑥における評価を踏まえで、どのような国の関与のも
と、土砂災害防止対策を進めていくか検討してまいり
たい。

⑧使う予算がどうかわったか分析
※法律ができる前後で砂防予算の使い道がどう
変わったか

土砂災害防止法施行後の土砂災害防止対策にかか
る予算の実態について確認を行ってまいりたい。

土砂災
害防止
法

変わったか

⑨移転させられた人達の満足度も調べるべき。
実際に移転が行われた事例を調査し実態を踏まえ、
どのような指標で評価を行っていくか検討してまいり
たい。

⑩過去の歴史的経験をうまく反映できるような仕
組みをコミュニティベースで考えていくべきなので
は？
※災害履歴、コミュニティ内での言い伝えなどの
過去の歴史的経験も反映して区域指定を行って
いくべきではないか

土砂災害警戒区域の指定等における住民への啓発
活動等について実態を把握し、どのような取り組みが
考えられるか検討することとしたい。

⑪移転政策との関係
※土砂法によって移転を促した結果どのような移
転状況になっているか

実際に移転が行われた事例を調査し実態を踏まえ、
どのような指標で評価を行っていくか検討してまいり
たい。
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テーマ 政策評価会指摘事項 各局対応

東日本大震災を踏まえ、大きな港が２つあること
によるリダンダンシーなどセキュリティーの観点か
らの評価が必要。

２７年度を目途として実施する国際コンテナ戦略港湾
に関する政策レビューにおいて、評価の観点に取り
入れることとしたい。

グローバルハブ等の概念はあるかと思うが、マル
チに分散するという流れもあるので、スーパー中
枢といった概念が妥当かどうかの評価が必要。

２７年度を目途として実施する国際コンテナ戦略港湾
に関する政策レビューにおいて、評価の観点に取り
入れることとしたい。

日本発着の国際コンテナの東アジア主要港でのト
ランシップ率を現行の半分にすることは、①直行
便を増やす、②東アジア以外の地域の港におけ
るトランシップを増やす，といういずれの効果を
狙っているのかが不明確。①を目指しているの
か。

仰るとおり①を目指しており、具体的には、アジアと
北米・欧州を結ぶ基幹航路の日本への就航を維持・
拡大することを目指しているもの。

ハブ港のニーズそのものをある程度議論すべき
だろう。

２７年度を目途として実施する国際コンテナ戦略港湾
に関する政策レビューにおいて、評価の観点に取り
入れることとしたい。

スー
パー中
枢港湾
プロ
ジェク
ト

スーパー中枢港湾プロジェクトとして取り組んでき
たものよりさらに運営・管理面で踏み込んで、さら
なる利便性向上に向けた検討をしない限り、ライ
バル港湾に対する競争力の優位性を確保できな
い。もう一歩踏み出さないと国際競争に勝てない
のではないか。

仰るとおりであると考えております。荷主へのサービ
ス向上についてもこれまで以上に推進します。このた
め、港湾法を改正し、港湾運営に関する業務を一元
的に担うこととなる「港湾運営会社」制度を導入したと
ころであり、これにより、民の視点を取り込んだ効率
的な港湾運営を実現してまいりたい。
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テーマ 政策評価会指摘事項 各局対応

バリアフリー教室の実施回数や参加人数が重要
視されているが、もう少し工夫した手法や指標が
必要。

「心のバリアフリー」の進捗状況をより多角的に把握
するため、「バリアフリー教室」の実施回数・参加人数
の推移に加え、公共交通事業者におけるバリアフ
リーに関する職員訓練の状況等も併せて把握した
い。

建造物のバリアフリーといっても、大型のもの、公
共のもの、私的なもの、新しいもの、古いものなど
あり、それら建物の種類による格差や地域格差に
ついての評価が必要。

バリアフリー法においては、不特定かつ多数の者が
利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する
建築物の一定規模以上の建築をしようとするときは、
バリアフリー基準に適合させることを義務づけている
ところ。なお、地方の自然的社会的条件の特殊性に
応じて、地方公共団体がバリアフリー条例により義務
対象となる建築物の追加、対象規模の引下げ、及び
基準の付加を行うことを可能としているところであり、
当該条例の策定状況について把握したい。
また、バリアフリー法においては、多数の者が利用す
る建築物が誘導的なバリアフリー基準に適合してい
る場合に、所管行政庁が当該建築物を認定する制度
を設けているところであり、当該認定の件数につい
て、建築物の用途別や地域別に現状を把握したい。

整備したというのは分かるが 円滑な移動が増え

バリアフリー法制定時と比較した、移動等における利
便性の向上については、内閣府において実施されて

バリア
フリー
法

整備したというのは分かるが、円滑な移動が増え
たか等の調査が必要。

便性の向 ては、内閣府 お て実施されて
いる「高齢者の日常の生活に関する意識調査」のア
ンケート結果等を参考にしつつ、利用者の評価につ
いて記載したい。

利用者の実際の行動を評価するエクスペリエンス
評価が出来ないか。例えば、心のバリアフリーで
あれば、徹底的に利用者の気持ちを分解していく
ような評価手法が必要。

バリアフリー法制定時と比較した、移動等における利
便性の向上については、内閣府において実施されて
いる「高齢者の日常の生活に関する意識調査」のア
ンケート結果等を参考にしつつ、利用者の評価につ
いて記載したい。

利用者側からの利便性の評価や変化を定点観測
していくことが必要。

バリアフリー法制定時と比較した、移動等における利
便性の向上については、内閣府においてこれまで実
施されてきている「高齢者の日常の生活に関する意
識調査」のアンケート結果を踏まえ、利用者の評価に
ついて記載したい。

地域間格差を評価の対象としてみてはどうか。

各都道府県別の鉄道駅等のバリアフリー化の状況に
ついて、地域における公共交通機関が占める移動手
段の分担率が異なることに留意し、各都道府県の鉄
道駅利用客数に占めるバリアフリー化された鉄道駅
の利用客数等を比較したい。

6



テーマ 政策評価会指摘事項 各局対応

バリアフリーの費用対効果、事業者の視点の調
査が必要。

バリアフリー施策は、高齢者、障害者等が円滑に移
動又は利用できるようにするため、事業者にとっては
直接利益に結びつく投資ではないが、今後の高齢社
会の進展等に鑑み、補助金等のインセンティブ措置
を講じつつ推進しているところ。なお、事業者の意見
については、当事者、事業者、行政が一同に会する
「バリアフリーネットワーク会議」において伺っている。
利用者における効果については、内閣府において実
施されている「高齢者の日常の生活に関する意識調
査」のアンケート結果等を参考にしつつ記載したい。

学童、妊婦、外人を老人、障害者に加えて考える
のが次のテーマになる。特にのりつぎ、エレベータ
背の高さに着目すべき。

バリアフリー法は、「どこでも、だれでも、自由に、使
いやすく」というユニバーサルデザインの考え方を踏
まえ制定されたものであり、法律のみならず、ガイドラ
インを含めて、スパイラルアップの考え方に基づき、
施策の充実を行って来ているところ（なお、バリアフ
リー法の直接の対象となっている「高齢者、障害者
等」には、妊産婦が含まれている。）。

駅員の対応やＩＴ（予約）等の調査が必要。

公共交通事業者におけるバリアフリーに関する職員
訓練の状況等を把握したい。また、ITについては、
「らくらくおでかけネット」において各旅客施設のバリ
アフリーに関する情報を提供しているところであり、そ
の利用状況等を把握したい。バリア 利用状況等を把握 。

バリアフリー化対象となる施設の設定基準（＝利
用者数）は妥当なのか？“5,000人以上/日”を満
たす施設で、①どの程度のバリアフリー施設利用
者数がいたか、②どの程度満足しているか、をき
ちんと調べるべき。“5,000人以上/日”とすると都
会が主な対象になる。地域間格差も調べるべきで
は。本来は、バリアフリー化を必要とする人々の
多いところが優先されるべきなのであり、その意
味では、施設と地域のバリアフリー化施策は一体
化した方が良いのでは。

旅客施設のバリアフリー化に関する目標は、限られ
た財源の中で効果的な投資を行う観点から、１日平
均利用客数「5000人以上」の旅客施設を整備するこ
とによって、全ての旅客施設利用者の90%をカバーす
ることとなる等を踏まえ定められたもの（なお、平成23
年3月31日より、「3000人以上」に対象を拡大したとこ
ろ。これにより、95％をカバーすることとなる。）。ま
た、この目標に加えて、「地域の実情にかんがみ、利
用者数のみならず、高齢者、障害者等の利用の実態
等を踏まえて、移動等円滑化を可能な限り実施す
る。」という地域の実態を反映できる考え方も定めて
いるところ。
また、バリアフリー法においては、このような単体の
施設整備に止まらず、一定地域の全体としてのバリ
アフリー化を進めることとしており、市町村は、そのた
めの「基本構想」を作成することができることとされて
おり、地域のバリアフリー化施策として施設の整備を
推進している。
なお、バリアフリー法制定時と比較した、移動等にお
ける利便性の向上については、内閣府において実施
されている「高齢者の日常の生活に関する意識調
査」のアンケート結果等を参考にしつつ、利用者の評
価について記載したい。

フリー
法
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テーマ 政策評価会指摘事項 各局対応

高齢者、障害者団体からの意見を伺うべき。

高齢者、障害者団体、施設設置管理者等を構成メン
バーとする「バリアフリーネットワーク会議」を、本省
及びブロック単位で毎年実施しており、直接、具体的
な意見を伺っているところ。また、バリアフリー法に基
づく基本方針の改正（平成23年３月31日告示）の際に
は、パブリックコメントを実施したところであり、関係ガ
イドラインの作成等の際には高齢者、障害者団体等
にも参画いただいているところ。

バリアフリー施策は、高齢者や障害者等を対象と
しているが、バリアフリー施策を行うことにより一
般の方々にも便益を与えているといったプラス効
果も評価できるのではないか。

バリアフリー化による高齢者、障害者等以外（特に子
育て世代）の利便性の向上については、国土交通政
策研究所で行われた「三世代共生ユニバーサルデザ
イン社会の構築に向けた調査研究」の結果等を参考
にしつつ、評価を記載したい。なお、バリアフリー法
は、「どこでも、だれでも、自由に、使いやすく」という
ユニバーサルデザインの考え方を踏まえ制定された
ものであり、法律のみならず、ガイドラインを含めて、
スパイラルアップの考え方に基づき、施策の充実を
行って来ているところ。

バリア
フリー
法

バリアフリーに関する教育についても調査すべ
き。

公共交通機関や建築物等の利用におけるバリアフ
リーに関する教育については、公共交通事業者に対
する教育訓練又は学校教育の一環として「バリアフ
リー教室」を実施しているところ。

8



平成23年度取りまとめ政策レビューの取組状況

テ　ー　マ　名 指定等法人に対する国の関与等の透明化・合理化　－指定等法人が行う事務・事業の検証－

評価の目的、必要性

「国からの指定等に基づき特定の事務・事業を実施する法人に係る規制の新設審査及び国の関与等の透明化・合理化のための
基準」（平成18年8月15日閣議決定）に基づき、初回の政策評価は平成23年度末までに実施することとされていることから、指定
等法人に対する国の関与について、行政の一層の透明性、効率性、厳格性を確保する観点から、指定・登録等に係る事務・事業
の必要性の検証を行う。

対　象　政　策
指定等法人（法令等に基づき国の指定、認定、登録等を受けて、法令等で定められた特定の事務・事業を実施する法人（独立行
政法人、特殊法人、認可法人、共済組合、特別の法律により設立される民間法人及び「公益法人に対する行政の関与の在り方

資料２－２ 

の改革実施計画（平成14年3月29日閣議決定）において事務・事業の改革の対象となった法人を除く。））が行う事務・事業を対象
とする。

評　価　の　視　点 指定等法人が実施する事務・事業の必要性について、行政の関与の必要性、官民の役割分担などの観点から評価を行う。

評　価　手　法 指定等法人が実施する事務・事業を所管する部局が自己評価を行う。

検　討　状　況 対象となる事務・事業、対象となる法人を精査中。

第三者の知見の活用 個別の事務・事業において、施策の在り方の検討や見直しのための検討会を実施するなどの形で、第三者の知見を反映。

備　　考
「国からの指定等に基づき特定の事務・事業を実施する法人に係る規制の新設審査及び国の関与等の透明化・合理化のための
基準」（平成18年8月15日閣議決定）２（１）オに基づき、実施するものである。



指定等法人の行う事務・事業の検証について 

指定等法人とは 指定等法人とは 

法令等に基づき国の指定、認定、登録等を受けて、法令等で定められた特定の事務・事業を実施する法人 

（独立行政法人、特殊法人、認可法人、共済組合、特別の法律により設立される法人及び「公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施
計画」（平成14年3月29日閣議決定）において事務・事業の改革の対象となった法人を除く。） 

今後 行政改革 方針（ 成 年 閣議決定）

実施根拠 

 
官民の役割分担、規制改革及び国の関与等の透明化・合理化の観点から、平成18年度末まで
に、指定等法人について、所要の見直しを行う。 

・ 事務・事業の内容や指定 認定 登録等の形態を精査 分類し 国の関与等の透明化・合理化

今後の行政改革の方針（平成１６年１２月２４日閣議決定）

  ・ 事務・事業の内容や指定、認定、登録等の形態を精査、分類し、国の関与等の透明化・合理化
    のための基準を策定し、厳格な見直しを行う。 
   ・ 今後、国以外の特定の法人に法令等で定められた国の事務・事業を実施させざるを得ない 
    場合には、原則として、法律にその根拠を明示すること、指定制ではなく登録制とすること等 
    とし、規制の新設審査の一環として厳しく審査する際の基準を策定する。 

国からの指定等に基づき特定の事務・事業を実施する法人に係る 
規制の新設審査及び国の関与等の透明化・合理化のための基準 
（平成１８年８月１５日閣議決定）
 
＜事務・事業の定期的検証＞ 
・ 事務・事業（地方公共団体の事務を除く）について、少なくとも３～５年ごとに政策評価を行い、当該

事務 事業 必要性 定期的な検証を行うととも そ 結果をイ タ ネ 開する

（平成１８年８月１５日閣議決定）

1 

事務・事業の必要性について定期的な検証を行うとともに、その結果をインターネットで公開する。 
・ 初回の政策評価は平成23年度末までに実施する。 



指定等法人の行う事務・事業の検証について 

対象となる事務・事業と指定等法人
※対象となる事務・事業、法人については精査中 

対象となる事務 事業と指定等法人

・ 対象法人は、公益法人の一部と自動車整備事業場・航空会社等の民間法人が中心。 
・ 政府全体で約２２０の事務・事業、約３７，０００の法人が対象。そのうち、国土交通省関係は４８事務・事業、２９，６

２３法人（※）。 

１．試験（資格付与）  １事務・事業、１法人 
  宅地建物取引主任者資格試験の実施 
 

２．講習研修    １５事務・事業、３７８法人 
法人の種類  法人数  備考 

公益法人

＜対象法人の種類と数＞  ※事務・事業間の重複有 

  タクシー業務適正化事業、民間気象業務の支援 等
 

３．登録      １事務・事業、４法人 
  宅地建物取引業法第34条の２に規定する登録業務 
 

４．交付表示   ３事務・事業、５４法人

公益法人 226 －

社会福祉法人・医療法人  114  航空身体検査を行う
医療機関等 

学校法人 280 自動車整備士の育成
機関等

  特定都市鉄道整備積立金制度、ナンバープレートの交付代行 等 
 

５．検査検定    ８事務・事業、２９，０５５法人 
  自動車の点検及び整備についての検査、建築確認・中間検査・完了検査事務 等 
 

６．助成   １７事務・事業、２８法人

機関等

株式会社  28,943  指定自動車整備事業
場、航空会社等 

その他  60  弁護士会等 
助成 事務 事業、 法人

  民間都市開発推進機構が行う各業務、アイヌ文化の振興 等 
 

７．調査研究    １３事務・事業、２１法人 
  地域伝統芸能活用センターの行う事業、住宅瑕疵担保責任保険の引受け 等 
 

８ 促進啓発 ７事務・事業、５４法人

試験 
1 

講習研修

登録 
1その他

＜対象事務・事業の数＞ ※複数の類型に該当する事
務・事業は複数回計上 

８．促進啓発   ７事務 事業、５４法人
  地方貨物自動車運送適正化事業 等 
 

９．指導助言    １２事務・事業、６２法人 
  マンション管理等に関する指導助言 等 
 

１０ その他 ２３事務・事業 １３０法人

講習研修
15 

1
交付表示 

3 

検査検定 
8 指導助言 

12

その他
23 

１０．その他 ２３事務 事業、１３０法人
  中部国際空港の設置及び管理 等 

計４８事務・事業、２９，６２３法人 
注） 事務・事業の重複は排除。法人については事務・事業間の重複有  2 

助成 
17 

調査

研究 
13 促進啓発 
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指定等法人の行う事務・事業の検証について 

政策評価政策評価

• 行政評価法（平成１３年法律第８６号）及び同法に規定された各府省が定める基本計画（国土交通省
政策評価基本計画）に基づき政策評価を行う。 

• 国土交通省政策評価基本計画に掲げられている政策アセスメント、政策チェックアップ、政策レビュー、 、
の３つの方式のうち、政策レビューの方式により行う。 

＜参考＞ 
 政策アセスメント（事業評価方式） ・・・ 新規施策の導入に際して、必要性、有効性、効率性等について評価する 
 政策チェックアップ（実績評価方式） ・・・ 国土交通省の主要な施策目標ごとの業績指標を設定し、目標の達成度を評価する 

＜参考＞ 
 政策アセスメント（事業評価方式） ・・・ 新規施策の導入に際して、必要性、有効性、効率性等について評価する 
 政策チェックアップ（実績評価方式） ・・・ 国土交通省の主要な施策目標ごとの業績指標を設定し、目標の達成度を評価する 

評価の視点 

政策 ック ッ （実績評価方 ） 国 交通省 要な施策目標 業績指標を設定 、目標 達成度を評価する
 政策レビュー（総合評価方式） ・・・ 国民の関心が高い政策等について、掘り下げた分析・評価を行う 

政策 ック ッ （実績評価方 ） 国 交通省 要な施策目標 業績指標を設定 、目標 達成度を評価する
 政策レビュー（総合評価方式） ・・・ 国民の関心が高い政策等について、掘り下げた分析・評価を行う 

 それぞれの事務・事業の政策評価については、各事務・事業所管課において行うものとし、当省所管の法令の
改正 公益法人の監督等の取りまとめ業務を行う大臣官房総務課において 評価の結果を取りまとめる

評価方法 

改正、公益法人の監督等の取りまとめ業務を行う大臣官房総務課において、評価の結果を取りまとめる。

○ 各事務 事業所管課における政策評価

評価内容 

○ 各事務・事業所管課における政策評価

 各事務・事業ごとに評価書（個票）を作成し、事務・事業の概要、目的、必要性、有効性等の観点から、改めて
事務・事業の必要性等について検証を行う。 
 
○ 大臣官房総務課におけるとりまとめ

3 

○ 大臣官房総務課におけるとりまとめ
 各事務・事業所管課から提出された評価書（個票）をもとに全体的な傾向を評価の概要としてとりまとめる。 



平成24年度予算概算要求に向けた政策評価の取組み          

＜政策チェックアップ＞（前年度の政策の事後評価）

参考資料１ 

４月  ３月 

22年度

＜政策チェックアップ＞（前年度の政策の事後評価）

 部局横断的に省の主要な行政分野をカバーできるようなアウトカムの政
策目標を選定し、政策目標の達成度を適切に表し、かつ定量的に測定が
できる業績指標を選定。 
 各業績指標について毎年度、実績を測定し、目標値に対する達成状況を
評価する 原因分析 課題の抽出を行い 予算要求等に反映させる

８月 

実施計画変更 

年度
評価する。原因分析・課題の抽出を行い、予算要求等に反映させる。
 平成23年度は平成22年度の２２４業績指標について実施。 
 
＜政策アセスメント＞（来年度の施策の事前評価） 

主な新規施策（予算要求等）について、必要性、有効性、効率性をチェッ

実施計画決定 

※23年度事後評価実施計画
（23年度に22年度の実績を測

実績測定 

な新規施策（予算要求等） 、必要性、有効性、効率性をチ ッ
クして成果重視の施策の企画立案を目指す。アカウンタビリティーも徹底。 
※平成24年度概算要求に当たっての新規施策について実施 
（23年度要求時は３２施策について実施済） 

概概

（23年度に22年度の実績を測
定するための指標を設定。 

概概
算算  
要要

反  映 

４月  8月末 

要要
求求  
等等  

23年度 

※事後評価実施計画、政策チェックアップ、政策アセスメントは、大臣決裁事項。 



政策評価に係る政策目標及び施策目標

○政策目標（アウトカム）
○施策目標(評価の単位)

○　暮 ら し ・ 環 境
1 少子・高齢化等に対応した住生活の安定の確保及び向上の促進

1 居住の安定確保と暮らしやすい居住環境・良質な住宅ストックの形成を図る
2 住宅の取得・賃貸・管理・修繕が円滑に行われる住宅市場を整備する

2 良好な生活環境、自然環境の形成、バリアフリー社会の実現
3 総合的なバリアフリー化を推進する
4 海洋･沿岸域環境や港湾空間の保全･再生･形成､海洋廃棄物処理､海洋汚染防止を推進する
5 快適な道路環境等を創造する
6 水資源の確保、水源地域活性化等を推進する
7 良好で緑豊かな都市空間の形成、歴史的風土の再生等を推進する
8

3 地球環境の保全
9 地球温暖化防止等の環境の保全を行う

○　安　　　全
4 水害等災害による被害の軽減

10 自然災害による被害を軽減するため、気象情報等の提供及び観測・通信体制を充実する
11 住宅・市街地の防災性を向上する
12 水害・土砂災害の防止・減災を推進する
13 津波・高潮・侵食等による災害の防止・減災を推進する

5 安全で安心できる交通の確保、治安・生活安全の確保
14 公共交通の安全確保・鉄道の安全性向上、ハイジャック・航空機テロ防止を推進する
15 道路交通の安全性を確保・向上する
16 住宅・建築物の安全性の確保を図る
17 自動車事故の被害者の救済を図る
18 自動車の安全性を高める
19 船舶交通の安全と海上の治安を確保する

○　活　　　力
6 国際競争力、観光交流、広域・地域間連携等の確保・強化

20

良好な水環境・水辺空間の形成・水と緑のネットワークの形成、適正な汚水処理の確保、下水道資源の循環を推進する

海上物流基盤の強化等総合的な物流体系整備の推進、みなとの振興、安定的な国際海上輸送の確保を推進する

21 観光立国を推進する
22 景観に優れた国土・観光地づくりを推進する
23 国際競争力・地域の自立等を強化する道路ネットワークを形成する
24 整備新幹線の整備を推進する
25 航空交通ネットワークを強化する

7 都市再生・地域再生等の推進
26 都市再生・地域再生を推進する
27 流通業務立地等の円滑化を図る
28 集約型都市構造を実現する

8 都市・地域交通等の快適性、利便性の向上
29 鉄道網を充実・活性化させる
30 地域公共交通の維持・活性化を推進する
31 都市・地域における総合交通戦略を推進する
32 道路交通の円滑化を推進する

9 市場環境の整備、産業の生産性向上、消費者利益の保護
33 社会資本整備・管理等を効果的に推進する
34 不動産市場の整備や適正な土地利用のための条件整備を推進する
35 建設市場の整備を推進する
36 市場・産業関係の統計調査の整備・活用を図る
37 地籍の整備等の国土調査を推進する
38 自動車運送業の市場環境整備を推進する
39 海事産業の市場環境整備・活性化及び人材の確保等を図る

○　横断的な政策課題
10 国土の総合的な利用、整備及び保全、国土に関する情報の整備

40 総合的な国土形成を推進する
41 国土の位置・形状を定めるための調査及び地理空間情報の整備・活用を推進する
42 離島等の振興を図る
43 北海道総合開発を推進する

11 ＩＣＴの利活用及び技術研究開発の推進
44 技術研究開発を推進する
45 情報化を推進する

12 国際協力、連携等の推進
46 国際協力、連携等を推進する国際協力、連携等を推進する

13 官庁施設の利便性、安全性等の向上
47 環境等に配慮した便利で安全な官庁施設の整備・保全を推進する



施策目標別評価の実施について 

 
○今年度より、従来から行ってきた業績指標単位（224 指標）の評価に加え、施策目標単位

（47 施策）の評価を実施。 
 
○施策目標の評価は、３段階。各施策目標ごとの業績指標の評価（Ａ・Ｂ評価（判断でき

ない（Ｎ）評価を除く）の割合を目安。その上で、総合的に判断。 
 

（評価の目安） 
「順調である」・・・Ａ評価とＢ評価の合計のうちＡ評価の割合が 80％以上 
「おおむね順調である」・・・Ａ評価とＢ評価の合計のうちＡ評価の割合が 50％以上 80％

未満 
「努力が必要である」・・・Ａ評価とＢ評価の合計のうちＡ評価の割合が 50％未満 
以上を目安とした上で、総合的に判断。 

 
（具体例） 

例えば、業績指標が 10 個ある施策において、 
Ａ評価・・５、Ｂ評価・・４、Ｎ評価・・１ 

の場合、Ａ評価（５）+Ｂ評価（４）＝９となり、 
そのうちＡ評価が５であるため、Ａの割合は 55％（5/9）となり、当該施策の評価は、「お

おむね順調である」となる。 
ただし、当該基準は判断基準としての目安であり、最終的には総合的に判断。 
仮に、Ａの割合が 80％以上であっても、施策目標の達成に向けて最も重要であると考

えられる業績指標が A 以外である場合その他「順調である」とすることが適当ではない

場合には、「おおむね順調である」、「努力が必要である」とする。 
  また、１施策目標における業績指標が、判断できない（N）及び新規のみの場合につい

ては、施策全体を定性的に分析することにより、上記の３段階評価を行う。 
 
〈参考〉業績指標の評価 
A：業績指標の実績値が目標達成に向けた成果を示している 
B：業績指標の実績値が目標達成に向けた成果を示していない 
N（昨年度までは C）：判断できない 

参考資料３ 
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平 成 ２２ 年 度 
 
 
 

政策評価等の実施状況及びこれらの

結果の政策への反映状況に関する報告 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平 成 ２３ 年 ６ 月 
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〔国土交通省〕 
国土交通省では、政策目標ごとに業績指標とその目標値を設定し、定期的に業績を測定

して目標の達成度を評価する「政策チェックアップ（実績評価方式）」を中心的な評価方式

として、政策評価を実施している。 
政策チェックアップの対象は、国土交通省の主要な行政目的に係る全ての政策であり、

いわゆる政策評価体系として、国土交通省政策評価基本計画に３分野（「暮らし・環境」、「安

全」、「活力」）－13 政策目標－47 施策目標を定めている。さらに施策目標の下には、国土

交通省事後評価実施計画において、業績指標を設定（233 指標：平成 22 年７月 23 日公表）

している。 
政策チェックアップの実施手順は、対象となる政策について、国民にとっての成果（ア

ウトカム）という観点から横断的かつ体系的に政策目標を整理・一覧化した上で業績指標

と目標値を設定し、施策ごとに政策チェックアップを実施するとしている。 
政策チェックアップの施策評価における業績指標及び目標値の設定とその測定・評価結

果の例は次のとおりである。 
＜平成 21 年度政策チェックアップ評価書（平成 22 年７月 23 日）（抜粋）＞ 

 

 
○暮らし・環境 
政策目標２ 良好な生活環境、自然環境の形成、バリアフリー社会の実現 
施策目標３ 総合的なバリアフリー化を推進する 

 
 

業績指標 
16 共同住宅のうち、道路から各戸の玄関まで車椅子・ベビーカーで通行可能な住宅スト
ックの比率 

 

平成２１年度政策チェックアップ結果一覧表（抜粋） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

旧016 15 ① 29% 平成15年 36.9% 平成20年 Ｂ－１ Ｃ－１ 56% 平成22年 ★ ★

② 6.7% 平成15年 9.5% 平成20年 Ｂ－１ Ｃ－１ 17% 平成22年 ★ ★

旧017 16 共同住宅のうち、道路から各戸の玄関まで車椅子・ベビーカーで通行可能な住宅ストッ
クの比率 10% 平成15年 16% 平成20年 Ａ－１ Ｃ－１ 19% 平成22年 ★ ★

旧018 17 不特定多数の者等が利用する一定の建築物（新築）のうち誘導的なバリアフリー化の
基準に適合する割合

12% 平成15年度 15% 平成20年度 Ｂ－１ Ｂ－１ 30% 平成22年度 ★ ★

高齢者（65歳以上の者）の居住する住宅のバリアフリー化率（①一定のバリアフリー化、
②高度のバリアフリー化）

高齢者、障害者を含むすべての人々が安心して生活することができるよう、一体的・
総合的なバリアフリー化等を推進する。 

Ａ 業績指標の実績値が目標達成に向けた成果を示している 

Ｂ 業績指標の実績値が目標達成に向けた成果を示していない

Ｃ 判断できない 

１ 施策の改善等の方向性を提示 
２ 現在の施策を維持 
３ 施策の中止（施策は継続するが、

業績指標のみ廃止する場合を含む）

2 良好な生活環境、自然環境の形成、バリアフリー社会の実現

○政策目標（アウトカム）

○施策目標(評価の単位)

○業績指標※太字は「社会資本整備重点計画第２章」の指標 （年度） 実績値 （年度） 評価 （年度） Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
初期値

業　績　目　標

目標値前年度評価
平成２１年度実績 重要政策

3 総合的なバリアフリー化を推進する

分野、目標、指標 

業績指標ごとの実績値、評価結果等一覧 
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（指標の定義） 

道路から各戸の玄関まで車椅子・ベビーカーで通行可能な共同住宅戸数を共同住宅の総戸数で除したもの（Ａ／Ｂ） 

※Ａ：道路から各戸の玄関まで車椅子・ベビーカーで通行可能な共同住宅戸数 Ｂ：共同住宅の総戸数 

※Ａ及びＢはいずれも「居住世帯のある住宅」戸数 

（目標設定の考え方・根拠） 

高齢者、障害者、子どもをはじめとする全ての居住者が安全・快適に住み続けられるよう、個人の努力のみでは達

成困難な共同住宅の共用部分のユニバーサルデザイン化（バリアフリー化）について、住生活基本計画（平成１８年

９月１９日閣議決定「住生活基本計画（全国計画）」）で設定している目標値（２５％（Ｈ２７））をもとにＨ２２の

目標値を設定。 

（外部要因） 

新規住宅着工数、リフォーム件数等 

（他の関係主体） 

 なし 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

・住生活基本計画（全国計画）（平成１８年９月１９日） 

・新成長戦略（平成２２年６月１８日） 

（２）ライフ・イノベーションによる健康大国戦略 

 【閣決（重点）】 

  なし 

 【その他】 

・国土交通省成長戦略(平成２２年５月１７日)＜住宅・都市分野＞ 

  Ⅲ 住宅・建築投資活性化・ストック再生戦略 

   ２．急増する高齢者向けの「安心」で「自立可能」な住まいの確保 

    ～少子高齢化の進展を地域の活力創造の転機へ～ 

 

過去の実績値 （暦年） 

Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ 

１０％ － － － － １６％ － 

 

 
業績指標１６ 

 共同住宅のうち、道路から各戸の玄関まで車椅子・ベビーカーで通行可能な住宅ストックの比率 

 評価

目標値 ： 19% （平成22年）

実績値 ： 16% （平成20年）

初期値 ： 10% （平成15年）

Ａ－１

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

本業績指標は、５年に一度実施される「住宅・土地総合調査」により把握している（直近は H20 に実施）。平成

２１年度の実績値は把握できないものの、本業績指標は、平成１５年度から平成２０年度のトレンドとしては着実

な上昇を示しており、現時点においては、目標年度に目標値を達成すると見込まれる。 

（事務事業の実施状況） 

○ 共同住宅の共用部分におけるユニバーサルデザイン化 

・ バリアフリー対応構造を標準仕様とした公営住宅の供給を促進した。 

 

 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

 業績指標は目標の達成に向けて順調に推移しており、住宅のバリアフリー施策をより一層推進していくため、

高齢者等の生活を支援する施設を公的賃貸住宅と一体的に整備する事業等を支援する高齢者等居住安定化推

進事業の創設や、住宅のバリアフリー改修税制等の延長など、平成２２年度に新たな措置を講じることとして

いることから、Ａ―１と評価した。今後も、税制や予算の拡充等を通じ、住宅のバリアフリー化を一層促進す

る。 

 

平成２２年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２２年度） 

・ 高齢者等居住安定化推進事業を創設し、高齢者等の生活を支援する施設を公的賃貸住宅と一体的に整備する事

業や高齢者等の居住の安定確保のための先導的な取組みを支援する。 

・ 高齢者向け優良賃貸住宅等の整備を促進するため、地域優良賃貸住宅（高齢者型）の供給計画を都道府県知事

が認定する際の床面積基準について、地方公共団体が高齢者居住安定確保計画において別に基準を定めて緩和

する場合、当該基準を満たす地域優良賃貸住宅（高齢者型）を社会資本整備総合交付金（基幹事業）の対象と

する。 

・ 高齢者向け優良賃貸住宅等のうち、既存住宅の改良によって高度なバリアフリー化がなされるものについて、

補助限度額を優遇する仕組みとすることにより、既存ストックの有効活用による高度にバリアフリー化された

高齢者向けの優良な賃貸住宅の整備を誘導する。 

  

 

評価書の記載内容（抜粋） 

―評価と見直し事項― 
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